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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
機台上面に立設するスタンドに鉛直に支持され、駆動源により間欠回転する支軸と、前記
支軸上部に設置され前記支軸の間欠回転に伴い水平面内で間欠回転するテーブルと、前記
テーブルの周囲に等間隔に設置され前記テーブルの間欠回転に伴い円形の移動経路に沿っ
て間欠移動する複数のグリッパーを備え、供給された袋の両側縁部を前記グリッパーで挟
持して袋を吊り下げ、前記テーブルの間欠回転に伴って間欠的に移送するとともに、移送
の過程で袋口の開口、被包装物の充填、袋口のシール等の包装処理工程を順次行う間欠回
転テーブル式袋詰め包装機において、前記テーブルが前記支軸に対し軸方向に所定範囲摺
動自在かつ回転方向に係合状態で設置され、さらに前記テーブルを前記支軸の軸方向に摺
動させ前記テーブル及び前記グリッパーの上下方向位置を調整する位置決め調整機構を備
えることを特徴とする間欠回転テーブル式袋詰め包装機。
【請求項２】
前記位置決め調整機構は、前記支軸の周囲の所定位置に鉛直に立設した状態で配置された
複数個の調整軸と、前記支軸に固定され前記調整軸を回転自在に支持する調整軸支持部材
と、前記複数個の調整軸を同時に回転させる回転駆動機構を備え、前記複数個の調整軸は
同一ピッチの雄ねじ部を有し、前記テーブルに複数個の雌ねじ部が形成され、前記調整軸
の雄ねじ部が前記テーブルの雌ねじ部に螺合していることを特徴とする請求項１に記載さ
れた間欠回転テーブル式袋詰め包装機。
【請求項３】
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前記調整軸が１つの直動調整軸と残部の従動調整軸からなり、前記回転駆動機構が、前記
直動調整軸を回転させるハンドル又はサーボモータと、前記直動調整軸と従動調整軸の間
に配置された伝動機構を備え、前記直動調整軸の回転に伴い前記伝動機構を介して前記従
動調整軸が同時に従動回転することを特徴とする請求項２に記載された間欠回転テーブル
式袋詰め包装機。
【請求項４】
前記調整軸支持部材は、前記テーブルを挟んで上下に配置され、前記調整軸の上端部及び
下端部を支持していることを特徴とする請求項２又は３に記載された間欠回転テーブル式
袋詰め包装機。
【請求項５】
前記グリッパーは、一対のグリッパーアームの先端部にそれぞれ袋の両側縁部を挟持する
挟持部を有し、前記挟持部の開閉を行う駆動源が各グリッパーアーム内に配置されたエア
シリンダであることを特徴とする請求項１～４のいずれかに記載された間欠回転テーブル
式袋詰め包装機。
　
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間欠回転テーブル式袋詰め包装機の改良に関する。
【背景技術】
【０００２】
　間欠回転テーブル式袋詰め包装機は、機台上面に立設するスタンドに鉛直に支持され、
駆動源により間欠回転する支軸と、前記支軸上部に設置され前記支軸の間欠回転に伴い水
平面内で間欠回転するテーブルと、前記テーブルの周囲に等間隔に設置され前記テーブル
の間欠回転に伴い円形の移動経路に沿って間欠移動する複数のグリッパーを備え、供給さ
れた袋の両側縁部を前記グリッパーで挟持して袋を吊り下げ、前記テーブルの間欠回転に
伴って間欠的に移送するとともに、移送の過程で袋口の開口、被包装物の充填、袋口のシ
ール等の包装処理工程を順次行うようになっている。
【０００３】
　図３は一般的な間欠回転テーブル式袋詰め包装機の一例を示すもので、水平面内で一方
向（白抜き矢印の向き）に間欠回転するテーブル１の周囲に、複数のグリッパー（個々の
グリッパーの挟持部２，２のみ示す）が等間隔に配置され、テーブル１の間欠回転に伴い
、グリッパーは円形の移動経路に沿って間欠的に移動する。グリッパーが一回転する間に
、グリッパーへの袋３の供給（給袋）、袋３の袋口の開口、袋３への被包装物の充填、袋
３の袋口のシール等の種々の包装処理工程が実施される。なお、グリッパーの移動経路は
袋３の移送経路でもある。図３では、テーブル１を間欠回転させる支軸は図示省略されて
いる。
【０００４】
　図３を参照して具体的に説明すると、停止位置Ｉは給袋工程位置であり、グリッパーに
袋３を供給するコンベアマガジン式給袋装置４が配置されている。供給された袋３はグリ
ッパーの一対の挟持部２，２により袋口付近の両側縁部を挟持され、袋口を上向きにして
吊り下げられる。
　停止位置ＩＩは印字工程位置であり、グリッパーに吊り下げられた袋３の袋面に日付等
を印字する印字装置（印字器５のみ図示）が配置されている。
【０００５】
　停止位置ＩＩＩは袋口の開口工程位置であり、互いに接離可能な一対の吸盤６，６と一
対の追従式開口ガイド７，７を有する開口装置（吸盤６，６と追従式開口ガイド７，７の
み図示）が配置されている。
　停止位置ＩＶは被包装物（固形物）の充填工程位置であり、昇降するホッパー８を有す
る充填装置（ホッパー８のみ図示）が配置されている。
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　なお、追従式開口ガイド７，７は、停止位置ＩＩＩにおいて開口した袋口に挿入され、
直ちに開いて袋口の開口状態を維持し、そのままテーブル１の回転（グリッパー及び袋３
の移動）に伴って停止位置ＩＶに移動し、停止位置ＩＶにおいてホッパー８が袋口に挿入
された後、上昇して袋口から抜け出し、直ちに停止位置ＩＩＩに復帰する。
【０００６】
　停止位置Ｖは第１ガス置換工程位置であり、昇降するガス吹込ノズル９を有する第１ガ
ス置換装置（ガス吹込ノズル９のみ図示）が配置されている。
　停止位置ＶＩは第２ガス置換工程位置であり、昇降するガス吹込ノズル１１を有する第
２ガス置換装置（ガス吹込ノズル１１のみ図示）が配置されている。停止位置ＶＩではグ
リッパー（挟持部２，２）の間隔が広がり、袋口を緊張させている。
　停止位置ＶＩＩは第１シール工程位置であり、開閉する一対の第１熱板１２，１２を有
する第１シール装置（第１熱板１２，１２のみ示す）が配置されている。
　停止位置ＶＩＩＩは第２シール工程位置であり、一対の第２熱板１３，１３を有する第
２シール装置（第２熱板１３，１３のみ示す）が配置されている。
【０００７】
　停止位置ＩＸはシール部冷却及び製品袋放出工程位置であり、一対の冷却板１４，１４
を有する冷却装置（冷却板１４，１４のみ示す）とシュート１５が配置されている。冷却
板１４，１４及び挟持部２，２が開くと製品袋３Ａの挟持が解かれ、製品袋３Ａはその重
さによってシュート１５上に自然落下し、シュート１５上をガイドされて図示しないベル
トコンベア等の搬送装置上に送られ、該搬送装置により所定位置に向けて搬出される。
　停止位置Ｘは不良袋放出工程位置であり、ここでは、不良袋（例えば開口不良等のため
袋詰めされなかった空袋等）が放出される。
【０００８】
　この種の袋詰め包装機では、例えば特許文献１にみられるように、テーブル１は間欠回
転する支軸の上端付近に固定され、支軸下端は機台の駆動源に連結している。従って、包
装機の設置後は、テーブル１及びグリッパーの高さは基本的に変えられない。
　一方、この袋詰め包装機で包装処理をする袋には、図４に例示するように、通常の袋３
ａ、チャック部１６が形成されたチャック付き袋３ｂ、及び注出口１７を有する異形袋３
ｃ等、種々のものがあり、１台の袋詰め包装機で、２種以上の袋に対し包装処理すること
もある。なお、図４に示す各袋３ａ～３ｃにおいて、斜線を付与した部分は袋口のシール
予定箇所である。吸盤６，６による吸着予定箇所が仮想線で丸く示されている。
【０００９】
　図４（ａ）に示す通常の袋３ａに袋詰め包装する場合、袋３ａは、その上縁がグリッパ
ーの挟持部２，２の上端より少し高くなるように該グリッパーに供給される。このときの
袋３ａの上縁高さ（機台１８からの高さ）がＨ１で示されている。このような袋３ａの場
合、袋口を開口する吸盤６の高さは、袋３ａの上縁近傍に設定される。
　図４（ｂ）に示すチャック付き袋３ｂに袋詰め包装する場合、袋３ｂは、その上縁高さ
Ｈ２が、通常の袋３ａの上縁高さＨ１より高くなるように（Ｈ２＞Ｈ１）、挟持部２，２
に供給する必要がある。これは、チャック部１６が袋３ｂの上縁より下方位置に設けられ
ており、該チャック部１６を吸盤６，６で吸着して開口する必要があるからである。
　なお、通常の袋であっても、袋の上縁近傍に吊り下げ展示用の穴（チャック付き袋３ｂ
の穴１９参照）が形成されているような場合は、吸盤６，６が前記穴よりやや下方位置を
吸着する必要があるから、袋の上縁高さが、前記穴を形成していない袋３ａの場合の高さ
Ｈ１に比べて大きくなるように、グリッパーに供給する必要がある。
【００１０】
　図４（ｃ）に示す異形袋３ｃに袋詰め包装する場合、袋口付近の片側縁部（注出口１７
の両側）が切り欠かれたような形状であるため、グリッパーの挟持部２，２で袋の両側縁
部を挟持する際は当該部分を避ける必要がある。従って、異形袋３ｃは、その上縁高さＨ
３が、通常の袋３ａの上縁高さＨ１より高くなるように（Ｈ３＞Ｈ１）、グリッパーに供
給する必要がある（この例ではさらにＨ３＞Ｈ２となっている）。なお、この異形袋３ｃ
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に袋詰め包装する場合、吸盤６，６の上下方向及び水平方向位置が、袋３ａや袋３ｂに袋
詰めする場合とは異なっている。
【００１１】
　従って、同じ包装機で、袋詰め包装を行う袋を通常の袋３ａからチャック付き袋３ｂに
変更する場合、グリッパーへ供給する袋の上縁高さを、Ｈ１からＨ２に変更（高くする）
する必要がある。逆に、袋詰め包装を行う袋をチャック付き袋３ｂから通常の袋３ａに変
更する場合、グリッパーへ供給する袋の上縁高さを、Ｈ２からＨ１に変更（低くする）す
る必要がある。そのように高さ調整しなければ、吸盤６，６の袋３ａ又は袋３ｂに対する
吸着位置が不適切となり、袋口の開口不良が生じるおそれがある。
　通常の袋３ａやチャック付き袋３ｂから異形袋３ｃに、あるいは異形袋３ｃから通常の
袋３ａやチャック付き袋３ｂに変更する場合も同様に、グリッパーへ供給する袋の上縁高
さを変更する必要がある。
【００１２】
　グリッパーへ供給する袋の上縁高さを変更するには、給袋装置の設定の一部を変更する
必要がある。例えば特許文献２に開示された給袋装置であれば、コンベア終端のストッパ
の位置を変更し、特許文献３に開示された給袋装置であれば、移送アームの往復回動のス
トロークを変更（往動高さを変更）することで、グリッパーへ供給する袋の上縁高さを変
更することができる。
　また、供給する袋の上縁高さを変更すると、多くの場合、合わせて袋口を開口する吸盤
、開口ガイド、固形物充填用ホッパー、液体充填ノズル、ガス吹込ノズル、袋口シール用
の熱板、冷却板等の包装処理部材の高さ位置の設定も変更する必要が出てくる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】実公平５－２８１６９号公報
【特許文献２】実用新案登録第２６０３９６６号公報
【特許文献３】特開２００２－１７３１１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　このように、１台の間欠回転テーブル式袋詰め包装機で、通常の袋、チャック付き袋、
吊り下げ展示用穴を形成した袋、異形袋等、複数種類の袋に対し包装処理する場合、通常
、これらの袋はそれぞれ異なる高さでグリッパーに供給する必要がある。このため、袋詰
め包装する袋の種類を切り換える際に、給袋装置のほか、通常、各包装処理部材の高さ位
置の設定を変更する必要があるが、その調整作業は繁雑で、時間が取られるため生産性の
低下も大きかった。
　本発明は、上記のような従来の問題点に鑑みてなされたもので、１台の間欠回転テーブ
ル式袋詰め包装機で、上記のような複数種類の袋に対し包装処理する場合において、袋の
種類を切り換える際の袋詰め包装機の調整を容易に、短時間で行えるようにすることを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明は、機台上面に立設するスタンドに鉛直に支持され、駆動源により間欠回転する
支軸と、前記支軸上部に設置され前記支軸の間欠回転に伴い水平面内で間欠回転するテー
ブルと、前記テーブルの周囲に等間隔に設置され前記テーブルの間欠回転に伴い円形の移
動経路に沿って間欠移動する複数のグリッパーを備え、供給された袋の両側縁部を前記グ
リッパーで挟持して袋を吊り下げ、前記テーブルの間欠回転に伴って間欠的に移送すると
ともに、移送の過程で袋口の開口、被包装物の充填、袋口のシール等の包装処理工程を順
次行う間欠回転テーブル式袋詰め包装機において、前記テーブルが前記支軸に対し軸方向
に所定範囲摺動自在かつ回転方向に係合状態で設置され、さらに、前記テーブルを前記支
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軸の軸方向に摺動させ前記テーブル及び前記グリッパーの上下方向位置を調整する位置決
め調整機構を備えることを特徴とする（請求項１）。
【００１６】
　上記間欠回転テーブル式袋詰め包装機の望ましい形態として、特に次の点を挙げること
ができる。
（１）前記位置決め調整機構は、前記支軸の周囲の所定位置に鉛直に立設した状態で配置
された複数個の調整軸と、前記支軸に固定され前記調整軸を回転自在に支持する調整軸支
持部材と、前記複数個の調整軸を同時に回転させる回転駆動機構を備え、前記複数個の調
整軸は同一ピッチの雄ねじ部を有し、前記テーブルに複数個の雌ねじ部が形成され、前記
調整軸の雄ねじ部が前記テーブルの雌ねじ部に螺合している（請求項２）。
（２）前記調整軸が１つの直動調整軸と残部の従動調整軸からなり、前記回転駆動機構が
、前記直動調整軸を回転させるハンドル又はサーボモータと、前記直動調整軸と従動調整
軸の間に配置された伝動機構を備え、前記直動調整軸の回転に伴い前記伝動機構を介して
前記従動調整軸が同時に従動回転する（請求項３）。
（３）前記調整軸支持部材は、前記テーブルを挟んで上下に配置され、前記調整軸の上端
部及び下端部を支持している（請求項４）。
（４）前記グリッパーは、一対のグリッパーアームの先端部にそれぞれ袋の両側縁部を挟
持する挟持部部を有し、前記挟持部部の開閉を行う駆動源が各グリッパーアーム内に配置
されたエアシリンダである（請求項５）。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る間欠回転テーブル式袋詰め包装機によれば、１台の間欠回転テーブル式袋
詰め包装機で、複数種類の袋に対し包装処理する場合において、袋の種類を切り換える際
の袋詰め包装機の調整が容易に、短時間で行えるようになり、生産性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明に係る間欠回転テーブル式袋詰め包装機の要部断面図である。
【図２】その袋詰め包装機におけるグリッパーの挟持部と供給された袋の位置関係を示す
図である。
【図３】一般的な間欠回転テーブル式袋詰め包装機の斜視図である。
【図４】従来の間欠回転テーブル式袋詰め包装機におけるグリッパーの挟持部と供給され
た袋の位置関係を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　次に、図１，２を参照し、本発明に係る間欠回転テーブル式袋詰め包装機について具体
的に説明する。
　この袋詰め包装機の要部基本構造は、特許文献１に記載された袋詰め包装機と同じであ
る。機台１８上に筒状のスタンド２１が立設し、スタンド２１の内側に中空軸２２を介し
て支軸２３が回転自在に支持されている。詳しくは、中空軸２２がスタンド２１の内側に
回転自在に支持され、かつ中空軸２２の内側に支軸２３が回転自在に支持されている。支
軸２３の下端には駆動ギア２０が固定され、駆動ギア２０は機台１８の内部に設置された
図示しない駆動源に連結されて間欠回転し、これにより支持軸２３が間欠回転する。
【００２０】
　中空軸２２の上端部に、特許文献１に記載された袋詰め包装機と同じく、全周カム２４
が上下方向に摺動自在にかつ回転方向は係合状態で設置されている。全周カム２４は略円
盤状の部材で、周囲の円筒部の上面がカム面であり、図示しない昇降装置（特許文献１参
照）により昇降させ、かつ高さ（上下方向）の位置決めが可能である。中空軸２２の下端
にレバー２７が固定され、図示しないカムにより進退するロッド２８の先端が連結されて
いる。ロッド２８が進退することで、中空軸２２（及び全周カム２４）が所定角度回転し
、又は復帰回転する。
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【００２１】
　支軸２３の上端近傍にテーブル１が、支軸２３に対し軸方向に所定範囲摺動自在かつ回
転方向に係合状態で設置されている。この設置形態は特許文献１に記載された袋詰め包装
機（特許文献１に記載された袋詰め包装機では支軸に固定されている）と異なる。支持軸
２３が間欠回転することにより、テーブル１が間欠回転する。この点は特許文献１に記載
された袋詰め包装機と同じである。
　テーブル１に星型カム２９が回転自在にかつ上下方向は係合状態で設置されている。星
型カム２９は、図示しない調整装置（特許文献１参照）により、テーブル１に対し回転さ
せ、かつ回転方向の位置決めが可能である。この星型カム２９の構造及び機能も特許文献
１に記載された袋詰め包装機と同じである。
【００２２】
　テーブル１及び星型カム２９を挟んで支軸２３の上下位置に、調整軸支持部材３１，３
２が固定されている。支軸２３の周囲に（支軸２３を中心とする円周上に）等角度間隔で
複数個の調整軸３３（１つの直動調整軸３３ａと、１又は２以上の従動調整軸３３ｂ）が
配置され、各調整軸３３は星型カム２９に形成された長穴を貫通し、上下両端部が前記調
整軸支持部材３１，３２に回転自在に支持されている。各調整軸３３には同一ピッチの雄
ねじ部３４が形成され、テーブル１に形成された雌ねじ部３５に螺合している。
【００２３】
　調整軸支持部材３１の直下位置において、支軸２３に伝達ギア３６が回転自在に支持さ
れ、各調整軸に固定された調整ギア３７が伝達ギア３６の周囲に噛み合っている。直動調
整軸３３ａの上端部には延長軸部３８が一体的に形成され、その上端にハンドル３９が固
定されている。延長軸部３８に形成された係合部４１と調整軸支持部材３１の間に圧縮ば
ね４２が介在し、直動調整軸３３ａを上方に付勢している。なお、圧縮ばね４２は直動調
整軸３３ａのねじ部のガタツキや、ねじ部が機械の振動等により自然にゆるむことを防止
する機能を有する。ハンドル３９は直動調整軸３３ａを手動で回転させるためであるが、
例えばサーボモータを直動調整軸３３ａに連結して、自動で回転させるようにしてもよい
。
【００２４】
　ハンドル３９を回転すると直動調整軸３３ａが回転し、同時に伝達ギア３６及び調整ギ
ア３７を介して全ての従動調整軸３３ｂが回転し、これによりテーブル１が水平状態を保
ったまま支軸２３に沿って上下方向に摺動し、該テーブル１（及びグリッパー２５）を適
切な高さに位置決めすることができる。
　なお、調整軸支持部材３１，３２、調整軸３３（直動調整軸３３ａ，従動調整軸３３ｂ
）、テーブル１に形成された雌ねじ部３５、伝達ギア３６、調整ギア３７及びハンドル３
９等が本発明でいう位置決め調整機構に相当し、伝達ギア３６、調整ギア３７及びハンド
ル３９等が本発明でいう回転駆動機構に相当し、伝達ギア３６及び調整ギア３７が本発明
でいう伝動機構に相当する。この位置決め調整機構として、全周カム２４の昇降装置（特
許文献１参照）のような機構を採用することもできる。
【００２５】
　テーブル１の周囲には、テーブル１の１回の間欠回転の角度と同角度（等間隔）で複数
のグリッパー２５が設置されている。グリッパー２５は、特開２００９－２９８４１８号
公報に記載されたものと同じく、テーブル１に固定された支持軸４３に対し回動自在に取
り付けられた左右一対の揺動レバー４４，４４（図１には片側のみ図示）、各揺動レバー
４４の先端に固定された筒状のグリッパーアーム４５、及び各グリッパーアーム４５の先
端に取り付けられた挟持部２からなる。また、各グリッパーアーム４５内には、挟持部２
の開閉を行う駆動源としてエアシリンダが配置されている。
　左右一対の揺動レバー４４，４４（グリッパーアーム４５，４５、及び挟持部２，２）
は引張ばね４６により内向きに付勢されている。
【００２６】
　図１において、４７はＬ状レバー、４８は全周カム２４のカム面上を転動するコロを示
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す。これらの部材は、揺動レバー４４，４４（グリッパーアーム４５，４５）を開閉させ
る機構の一部であり、前記機構は特許文献１に記載されたものと同じ構造及び機能を有し
、各グリッパー２５に対応してテーブル１に設置されている。テーブル１と全周カム２４
が相対回転するとき、コロ４８が全周カム２４のカム面上を転動し、その際にコロ４８が
転動するカム面に高低差があれば、Ｌ状レバー４７が揺動し、左右一対の揺動レバー４４
，４４（グリッパーアーム４５，４５）が水平面内で互いに開閉し、左右一対の挟持部２
，２の対向間隔が変化する。
　なお、テーブル１が間欠回転するとき、全周カム２４も追従して同角度往動回転し（両
者の相対回転はない）、テーブル１が停止したとき、全周カム２４は復動回転して元の位
置に復帰する（両者の相対回転が生じる）。この点も特許文献１に記載された袋詰め包装
機と同じである。
【００２７】
　袋詰め包装を行う袋３の袋幅が変わる場合、前記昇降装置により全周カム２４を昇降さ
せ、かつその高さ（上下方向）の位置決めを行って、各グリッパー２５のグリッパーアー
ム４５，４５の対向間隔（挟持部２，２の対向間隔）を調整することができる。全周カム
２４の高さ（テーブル１に対する相対高さ）により、前記対向間隔の最大間隔が設定され
る。また、前記調整装置により星型カム２９をテーブル１に対し回転させ、かつ回転方向
の位置決めを行って、各グリッパー２５のグリッパーアーム４５，４５の対向間隔（挟持
部２，２の対向間隔）を調整することができる。テーブル１に対する星型カム２９の回転
方向位置により、前記対向間隔の最小間隔が設定される。以上の点も特許文献１に記載さ
れた袋詰め包装機と同じである。
【００２８】
　以上述べたとおり、本発明の間欠回転テーブル式袋詰め包装機において、従来の間欠回
転テーブル式袋詰め包装機（特許文献１、特開２００９－２９８４１８号公報参照）と異
なる点は、テーブル１を支軸２３に対して昇降自在に設置し、かつテーブル１を昇降させ
てその上下方向位置（高さ）を調整する位置決め調整機構を設置した点である。テーブル
１の高さを調整することで、全てのグリッパー２５の高さ（挟持部２，２の高さ）が同時
に調整される。
【００２９】
　この袋詰め包装機において、袋詰め包装する袋の種類を切り換える場合、次のような調
整を行う。
　まず、通常の袋３ａに袋詰め包装を行う場合、図２（ａ）に示すように、袋３ａはその
上縁がグリッパー２５の挟持部２，２の上端より少し高くなるように供給され、袋口を開
口する吸盤６の高さは、袋３ａの上縁近傍に設定される。袋３ａの上縁と挟持部２，２の
位置関係、及び袋３ａの上縁と吸盤６の高さ位置の関係は、図４（ａ）に示す従来技術と
同じである。
　なお、図２において、斜線を付与した部分は袋口のシール予定箇所である。また、吸盤
６，６による吸着予定箇所が仮想線で丸く示されている。
【００３０】
　次に袋詰め包装を行う袋をチャック付き袋３ｂに変更する場合、図２（ｂ）に示すよう
に、グリッパー２５の挟持部２，２の高さ、及び開口装置の吸盤６，６の吸着位置を調整
する。具体的には、グリッパー２５の挟持部２，２の高さを下げ、開口装置の吸盤６，６
の吸着位置をチャック部１６の位置まで下げる。挟持部２，２の高さを下げるには、ハン
ドル３９を操作してテーブル１の高さを下げればよい。また、テーブル１の高さを調整す
るのに伴い、前記昇降装置を操作して全周カム２４の高さも調整する（この場合、袋幅が
同じであるから、テーブル１の高さの下げ幅と同じだけ下げればよい）。袋３ｂの上縁と
挟持部２，２の位置関係、及び袋３ｂの上縁と吸盤６の高さ位置の関係は、図４（ｂ）に
示す従来技術と同じである。
【００３１】
　袋詰め包装を行う袋を通常の袋３ａから異形袋３ｃに変更する場合も同様である。図２
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（ｃ）に示すように、グリッパー２５の挟持部２，２の高さ、及び開口装置の吸盤６，６
の吸着位置を調整する。具体的には、グリッパー２５の挟持部２，２の高さを下げ、開口
装置の吸盤６，６の吸着位置も少し下げ、水平方向位置も袋口の開口の中心にずらす。場
合によっては袋口の開口ガイド７，７の水平方向位置もずらす。挟持部２，２の高さを下
げるには、ハンドル３９を操作してテーブル１の高さを下げればよい。また、テーブル１
の高さを調整するのに伴い、前記昇降装置を操作して全周カム２４の高さも調整する（こ
の場合、袋幅が同じであるから、テーブル１の高さの下げ幅と同じだけ下げればよい）。
袋３ｃの上縁と挟持部２，２の位置関係、及び袋３ｃの上縁と吸盤６の高さ位置の関係は
、図４（ｃ）に示す従来技術と同じである。
【００３２】
　袋詰め包装を行う袋をチャック付き袋３ｂや異形袋３ｃから通常の袋３ａに変更する場
合も同様に、テーブル１の高さ、全周カム２４の高さ、及び開口装置の吸盤６，６の吸着
位置を調整すればよい。
　なお、上記間欠回転テーブル式袋詰め包装機において、袋詰め包装を行う袋の切り換え
に伴って、常にテーブル１の高さ、全周カム２４の高さ、及び開口装置の吸盤６，６の吸
着位置の全てを調整する必要があるというわけではない。切り換え前後の袋の形態によっ
ては、テーブル１の高さと全周カム２４の高さの調整のみでよい場合もある。
【００３３】
　上記間欠回転テーブル式袋詰め包装機では、袋詰め包装を行う袋の切り換えにおいて、
給袋装置の調整を行っていない（というより調整不要）から、図２（ａ）～（ｃ）に示す
とおり、袋３ａ～３ｃの上縁の高さは変わっていない。また、袋３ａ～３ｃの上縁の高さ
が変わらないから、袋口の開口ガイド、固形物充填用ホッパー、液体充填ノズル、ガス吹
込ノズル、袋口シール用の熱板、冷却板等の包装処理部材の高さ位置の設定も変更する必
要がない。従って、袋の切り換えに伴う袋詰め包装機の調整が、従来のものに比べて容易
に短時間で行うことができる。
【００３４】
　なお、上記間欠回転テーブル式袋詰め包装機では、特開２００９－２９８４１８号公報
の開示に沿って、グリッパー２５の挟持部２，２の開閉を行う駆動源をエアシリンダとし
、これをグリッパーアーム４５，４５内に配置した。このため、挟持部２，２の開閉駆動
機構を別途機台１８上に設ける必要がなく、袋詰め包装を行う袋の切り換えに際してグリ
ッパー２５自体の調整は何ら行う必要がない。
　一方、グリッパー２５の挟持部２，２の開閉を、特開平６－１５６４４０号公報に記載
されているように、機台上の適所（例えば空袋供給工程位置、充填済みの袋の排出工程位
置）に設置した開閉駆動機構により行うこともできる。
【００３５】
　特開平６－１５６４４０号公報に記載されたグリッパーは、間欠回転するテーブルに取
り付けられた左右一対の揺動レバーと、基部が各揺動レバーに固定されたグリッパーアー
ムと、各グリッパーアームの先端部に内向きに対向配置された挟持部からなり、前記挟持
部は、挟持面を放射方向に向けた固定側挟持片と、グリッパーアームの先端部に回動自在
に設置された可動側挟持片からなる（以上の点は先に述べた特開２００９－２９８４１８
号公報と同じ）。グリッパーアームには、前記開閉駆動機構の動力を可動側挟持片に伝達
する受動部材やロッド、リンク機構等からなる連結機構部、及びグリッパーアームに設置
されて可動側挟持片を常時閉方向に付勢する圧縮ばね等が設置されている。そして受動部
材には円筒部材（ローラ）が装着され、前記開閉駆動機構の突子が前進して前記円筒部材
をテーブルの放射方向に押圧したとき、前記可動側挟持片が開き、前記突子が後退したと
き、前記可動側挟持片が圧縮ばねの付勢力で閉じるようになっている。
【００３６】
　この種のグリッパーを上記間欠回転テーブル式袋詰め包装機に適用した場合、テーブル
の高さ調整を行うと、前記円筒部材の高さも変わる。従って、この場合、前記開閉駆動機
構の突子の高さ位置も調整できるようにしておくか、あるいは前記円筒形部材の上下方向
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長さを十分長く形成し、テーブルの高さ調整に伴って前記円筒形部材の高さ位置が変わっ
ても、前記突子で前記円筒形部材を押圧できるようにしておく必要がある。前者の場合、
袋詰め包装を行う袋の切り換えに際して調整箇所が１箇所増え、後者の場合、特にテーブ
ルの高さを上げたとき、突子が比較的長い円筒形部材の下方部分を押圧することになるの
で、円筒形部材の剛性を高めておく必要がある。いずれにしても、上記間欠回転テーブル
式袋詰め包装機には、特開２００９－２９８４１８号公報に記載されたタイプのグリッパ
ーを適用することがより望ましい。
【符号の説明】
【００３７】
１　間欠回転テーブル
２　グリッパーの挟持部
２１　スタンド
２２　中空軸
２３　支軸
２４　全周カム
２５　グリッパー
２９　星型カム
３１，３２　調整軸支持部材
３３　調整軸（直動調整軸３３ａ、従動調整軸３３ｂ）　
３４　雄ねじ部
３５　雌ねじ部
３６　伝達ギア
３７　調整ギヤ
３９　ハンドル

【図１】 【図２】
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